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令和 6 年 第 4 回 教育委員会定例会議事録 

招 集 日 時 令和６年４月 24 日（水曜日）午後１時 30 分開会／午後２時 10 分閉会 

招 集 場 所 交流プラザさくら 202 会議室 

教 育 長 島谷千春  

出 席 委 員 篠原隆一、山下裕嗣、佐野明子、新滝有紀子 

会議列席者 堀川事務局長、寺西政策官、北市次長兼学校指導課長、小茂出教育庶務課長、上出生涯学習課長、 

      出渕中央・山中図書館長、左古教育総合支援センター所長、山村事務局次長兼スポーツ課長、前田文化課長、 

        柴木生涯学習課企画官、重谷スポーツ課企画官、中蔵教育庶務課企画官、山下教育庶務課リーダー 

 

令和６年第４回教育委員会定例会開会宣言 

挨拶 

〇島谷教育長  4 月になりまして私も今学校を回っていますけれども、4 月の緊張感みたいなと

ころもあって、結構子どもたちは元気に落ちついてどの学校でもスタートしたかなと思います。

これまで不登校気味の子も、4 月に入って何とか頑張ろうという気持ちでいたり、また今日も

不登校の話題が出ますけれども、新設された SSR、スクールサポートルームの方に通いながら、

ちょっとずつスタートしているというような子もさっそく見られているというような状況です。 

  今回は年度替わりで初めての教育委員会定例会ということで、事務局からは人事異動もござ

いましたので、順次御挨拶させていただければと思っております。ではよろしくお願いいたし

ます。 

〇小茂出課長  教育庶務課長の小茂出です。引き続きよろしくお願いいたします。 

〇寺西政策官  政策官の寺西です。よろしくお願いいたします。 

〇堀川局長  事務局長の堀川です。よろしくお願いいたします。 

〇北市次長  このたび河南小学校からまいりました。事務局次長兼学校指導課長の北市と申し

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

〇山村課長  4 月より次長兼スポーツ課長を拝命しました山村です。よろしくお願いいたしま

す。 

〇前田課長  文化振興課改め文化課の課長を拝命しました前田と申します。よろしくお願いい

たします。 

〇出淵館長  引き続き図書館長を務めます出淵と申します。よろしくお願いいたします。 

〇上出課長  生涯学習課課長、上出でございます。よろしくお願いいたします。 

〇柴木企画官  生涯学習課企画官の柴木です。よろしくお願いいたします。 

〇重谷企画官  スポーツ課企画官の重谷です。よろしくお願いいたします。 

〇左古所長  教育総合支援センター左古です。よろしくお願いいたします。 

〇中蔵企画官  ４月１日付で教育庶務課の企画官を拝命いたしました中蔵と申します。よろし

くお願いいたします。 

〇島谷教育長  本年度はこのメンバーで頑張っていきたいと思います。皆様どうぞよろしくお
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願いいたします。 

  それでは審議事項に入ります。議案第 17 号、加賀市教育委員会が所管する公の施設の管理に

係る規定の整備に関する規則（案）について小茂出課長お願いいたします。 

 

 議案第 17 号 加賀市教育委員会が所管する公の施設の管理に係る規定の整備に関する規則

（案）について 

小茂出課長   資料に基づき説明 

 

〇島谷教育長  全体の整備の中での教育委員会所管分の規則改正になります。この件について

何かご意見、ご質問ございませんか。よろしいですか。 

それでは議案第 17 号、加賀市教育委員会が所管する公の施設の管理に係る規定の整備に関す

る規則（案）について賛成の方は挙手をお願いします。 

〇委員  全員挙手 

〇島谷教育長  全会一致で可決といたします。 

  続きまして議案第 18 号、加賀依緑園管理運営規則（案）について、議案第 19 号、山中温泉

芭蕉の館管理運営規則（案）については文化課の移管に伴うものですので、２つの議案をまと

めて説明をお願いしたいと思います。前田課長お願いいたします。 

 

 議案第 18 号 加賀依緑園管理運営規則（案）について 

 議案第 19 号 山中温泉芭蕉の館管理運営規則（案）について 

前田課長   資料に基づき説明 

 

〇島谷教育長  この件について何かご意見、ご質問ございませんか。 

〇山下委員  依緑園については新規であろうかと思います。芭蕉の館については平成 17 年に条

例が制定されていますので、市長部局であったものを教育委員会に読み替えたということで、

よろしいでしょうか。 

〇前田課長  加賀依緑園につきましても、条例施行の段階で規則を作っておりますので、市長

部局の規則が既にございました。両方とも教育委員会の方に新設ということでご理解頂ければ

と思います。 

〇山下委員  以前からあったんでしょうけれども、特に芭蕉の館の利用についてですね。入館

ではなく利用の方について、申請が 1 週間前とか 2 日前とかそれぞれ必要であります。今ちょ

っと気になっているのは、芭蕉の館で地元の写真屋さんが結構頻繁に成人式であったり七五三

であったり撮影をしているんですね。これは 1 回 1 回申請をしていたものなのか、年間で何か

契約をしたのか。1 人でやっておられますので、申請も毎回だと非常に煩雑になりますし、七五

三とか成人式の時期ですと、前撮りが非常に多いわけでございます。それについて現状どうで

あったかもしわかればお願いいたします。 

〇島谷教育長  前田課長、お願いします。 

〇前田課長  旧振興課のときの管理運営につきまして、全体をまだ把握しておりませんので、

きちんと確認をとりまして、来月またご報告させていただきます。 
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〇山下委員  であれば、もちろん規則の承認はするんですけれども、申請についてそういった

方々への配慮を今後お願いできればと思います。これは意見です。 

〇島谷教育長  他、ございませんか。よろしいですか。 

  それでは議案第 18 号、加賀依緑園管理運営規則（案）について、議案第 19 号、山中温泉芭

蕉の館管理運営規則（案）について賛成の方は挙手をお願いします。 

〇委員  全員挙手 

〇島谷教育長  全会一致で可決といたします。 

  続きまして議案第 20 号、加賀市いじめ等生徒指導連絡協議会委員の解嘱及び委嘱について北

市次長お願いいたします。 

 

 議案第 20 号 加賀市いじめ等生徒指導連絡協議会委員の解嘱及び委嘱について 

北市次長   資料に基づき説明 

 

〇島谷教育長  この件について何かご意見、ご質問ございませんか。よろしいですか。 

  それでは議案第 20 号、加賀市いじめ等生徒指導連絡協議会委員の解嘱及び委嘱について賛成

の方は挙手をお願いします。 

〇委員  全員挙手 

〇島谷教育長  全会一致で可決といたします。 

続きまして議案第 21 号、加賀市教育支援委員の解嘱及び委嘱について北市次長お願いいたし

ます。 

 

 議案第 21 号 加賀市教育支援委員の解嘱及び委嘱について 

北市次長   資料に基づき説明 

 

〇島谷教育長  こちらも異動に伴うものになりますが、この件について何かご意見、ご質問ご

ざいませんか。よろしいですか。 

  それでは議案第 21 号、加賀市教育支援委員の解嘱及び委嘱について賛成の方は挙手をお願い

します。 

〇委員  全員挙手 

〇島谷教育長  全会一致で可決といたします。 

続きまして議案第 22 号、加賀市立学校における学校運営協議会員の解嘱及び委嘱等について

北市次長お願いいたします。 

 

 議案第 22 号 加賀市立学校における学校運営協議会員の解嘱及び委嘱等について 

北市次長   資料に基づき説明 

 

〇島谷教育長  この件について何かご意見、ご質問ございませんか。よろしいですか。またコ 

ーディネーターの方が継続していただけるというのは大変心強いなと思います。 

  それでは議案第 22 号、加賀市立学校における学校運営協議会員の解嘱及び委嘱等について賛
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成の方は挙手をお願いします。 

〇委員  全員挙手 

〇島谷教育長  全会一致で可決といたします。 

続きまして議案第 23 号、加賀市教育総合支援センター運営検討委員の委嘱等について左古所

長お願いいたします。 

 

 議案第 23 号 加賀市教育総合支援センター運営検討委員の委嘱等について 

左古所長   資料に基づき説明 

 

〇島谷教育長  この件について何かご意見、ご質問ございませんか。よろしいですか。 

  それでは議案第 23 号、加賀市教育総合支援センター運営検討委員の委嘱等について賛成の方

は挙手をお願いします。 

〇委員  全員挙手 

〇島谷教育長  全会一致で可決といたします。 

続きまして議案第 24 号、加賀市社会教育委員の委嘱について上出課長お願いいたします。 

 

 議案第 24 号 加賀市社会教育委員の委嘱について 

上出課長   資料に基づき説明 

 

〇島谷教育長  この件について何かご意見、ご質問ございませんか。よろしいですか。 

  それでは議案第 24 号、加賀市社会教育委員の委嘱について賛成の方は挙手をお願いします。 

〇委員  全員挙手 

〇島谷教育長  全会一致で可決といたします。 

続きまして議案第 25 号、加賀市家庭教育推進会議委員の解任及び選任について上出課長お願

いいたします。 

 

 議案第 25 号 加賀市家庭教育推進会議委員の解任及び選任について 

上出課長   資料に基づき説明 

 

〇島谷教育長  この件について何かご意見、ご質問ございませんか。よろしいですか。 

  それでは議案第 25 号、加賀市家庭教育推進会議委員の解任及び選任について賛成の方は挙手

をお願いします。 

〇委員  全員挙手 

〇島谷教育長  全会一致で可決といたします。 

続きまして議案第 26 号、加賀市スポーツ推進委員の委嘱について山村次長お願いいたしま

す。 

 

 議案第 26 号 加賀市スポーツ推進委員の委嘱について 

山村次長   資料に基づき説明 



 - 5 - 

 

〇島谷教育長  この件について何かご意見、ご質問ございませんか。よろしいですか。 

それでは議案第 26 号、加賀市スポーツ推進委員の委嘱について賛成の方は挙手をお願いしま

す。 

〇委員  全員挙手 

〇島谷教育長  全会一致で可決といたします。 

続きまして議案第 27 号、加賀市スポーツ推進審議会委員の委嘱について山村次長お願いいた

します。 

 

 議案第 27 号 加賀市スポーツ推進審議会委員の委嘱について 

山村課長   資料に基づき説明 

 

〇島谷教育長  この件について何かご意見、ご質問ございませんか。よろしいですか。 

それでは議案第 27 号、加賀市スポーツ推進審議会委員の委嘱について賛成の方は挙手をお願

いします。 

〇委員  全員挙手 

〇島谷教育長  全会一致で可決といたします。 

  続きまして議案第 28 号、令和６年度加賀市教科書採択の基本方針（案）について北市次長お

願いいたします。 

 

 議案第 28 号 令和６年度加賀市教科書採択の基本方針（案）について 

北市次長   資料に基づき説明 

 

〇島谷教育長  この件について何かご意見、ご質問ございませんか。よろしいですか。 

それでは議案第 28 号、令和６年度加賀市教科書採択の基本方針（案）について賛成の方は挙

手をお願いします。 

〇委員  全員挙手 

〇島谷教育長  全会一致で可決といたします。 

  以上で審議事項は終わります。続いて報告事項に入ります。報告第 13 号、不登校支援プラン

について北市次長お願いいたします。 

 

 報告第 13 号 不登校支援プランについて 

北市次長   資料に基づき説明 

 

〇島谷教育長  先月の総合教育会議でたくさん頂いたご意見を踏まえまして、ちょっと QR コ

ードになっている部分もありますけれども、インターネット上のページなんかも新たに開設を

しながら準備を進めてまいりました。できればゴールデンウィーク明け、行き渋りも始まる子

も増えてくるところもありますので、連休前に保護者の皆様にぜひ周知をしたいというふうに

考えております。この件について何かご意見、ご質問ございませんか。 
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〇山下委員  総合教育会議でもお伝えしましたが、ご承知の通り山中温泉地区の児童センター

が今使えない状態で避難しております。これは教育委員会としても市の方に拡充できる設備を

何かできないかという要望を出していただきたいというふうに思います。これは意見でござい

ます。 

〇島谷教育長  他、ございませんか。よろしいですか。 

  今試しで一部だけ印刷がかかっているんですが、このようなかたちで保護者の皆様にはお配

りしようと思います。基本的には保護者目線からの相談先、居場所をお知らせするというスタ

ンスになります。冊子を配るだけではなくて、コドモン等々も通じながら複数回お知らせする

ことが大事かなと思っておりますので、随時情報提供を進めていきたいというふうに考えてお

ります。 

  それでは次の報告案件にまいります。報告第 14 号、令和６年度学校訪問の実施について北市

次長お願いいたします。 

 

 報告第 14 号 令和６年度学校訪問の実施について 

北市次長   資料に基づき説明 

 

〇島谷教育長  南郷小学校の６月３日をスタートに今回は 12 月まで続くかたちになっており

ます。この件について何かご意見、ご質問ございませんか。よろしいですか。ではまたよろし

くお願いいたします。 

  続きまして報告第 15 号、令和６年加賀市成人式の開催結果について上出課長お願いいたしま

す。 

 

 報告第 15 号 令和６年加賀市成人式の開催結果について 

上出課長   資料に基づき説明 

 

〇島谷教育長  当日はご来席いただきましてありがとうございました。この件について何かご

意見、ご質問ございませんか。 

〇山下委員  ずっと成人式に出させていただいて今回思ったんですけれども、特に山中地区の

方はよくこんなところでカミングアウトをしたなというぐらいのメッセージでありました。あ

あいうお話をされたというのは、不登校じゃないですけれども、そういった心にちょっと闇を

持っている方々について非常に前向きになれるお話だったと思うんです。来られなかった方に

何かしらそのメッセージがそれぞれ分かるようなものを配布することはされていたんでしょう

か。 

〇島谷教育長  上出課長、お願いします。 

〇上出課長  今ほどのお話ですが、参加できなかった方についての、それぞれの代表が行った

メッセージとかそういうものは配布しておりません。アルバムには市長の式辞は載ってござい

ますけれども、代表の方のそういった原稿などは載っていないということでございます。 

〇山下委員  これは意見ですけれども、今回に限らず、ああいうメッセージを一生懸命考えら

れて、自分の友達がこういう発言をされたというのは非常に大きな支えになるかと思います。
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来られなかった方についても、お仕事等があり来たくても来られなかった方もいらっしゃいま

すので、発信できるようなものがあれば、ペーパーであってもオンライン、ホームページ上で

あってもいいかと思います。もちろん本人のご承諾を頂かないといけないと思いますけども、

検討頂ければという意見でございます。 

〇島谷教育長  とても胸に刺さるようなメッセージでしたね。その他、ございませんか。よろ 

しいですか。 

  続きまして報告第 16 号、加賀市公民館連合会役員について上出課長お願いいたします。 

 

 報告第 16 号 加賀市公民館連合会役員について 

上出課長   資料に基づき説明 

 

〇島谷教育長  この件について何かご意見、ご質問ございませんか。よろしいですか。 

  続きまして報告第 17 号、石川県九谷焼美術館の館長の委嘱について前田課長お願いいたしま

す。 

 

 報告第 17 号 石川県九谷焼美術館の館長の委嘱について 

前田課長   資料に基づき説明 

 

〇島谷教育長  この件について何かご意見、ご質問ございませんか。よろしいですか。 

  続きまして報告第 18 号、九谷赤絵全国巡回展（東京展）の開催について前田課長お願いいた

します。 

 

 報告第 18 号 九谷赤絵全国巡回展（東京展）の開催について 

前田課長   資料に基づき説明 

 

〇島谷教育長  この件について何かご意見、ご質問ございませんか。よろしいですか。 

続きまして報告第 19 号、加賀市・台南市友好都市交流記念第 21 回九谷焼絵皿イラストコン

クール作品募集について前田課長お願いいたします。 

 

 報告第 19 号 加賀市・台南市友好都市交流記念第 21 回九谷焼絵皿イラストコンクール作品

募集について 

前田課長   資料に基づき説明 

 

〇島谷教育長  この件について何かご意見、ご質問ございませんか。よろしいですか。 

  続きまして報告第 20 号、「加賀温泉郷寛平ナイトマラソン 2024」の開催について山村次長お

願いいたします。 

 

 報告第 20 号 「加賀温泉郷寛平ナイトマラソン 2024」の開催について 

山村課長   資料に基づき説明 
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〇島谷教育長  まもなく参加申込開始ということになります。この件について何かご意見、ご

質問ございませんか。よろしいですか。以上をもちまして報告事項は終わります。 

  その他で加賀市健康福祉審議会等委員の推薦について小茂出課長お願いいたします。 

 

 加賀市健康福祉審議会等委員の推薦について 

小茂出課長   説明 

 

〇島谷教育長  よろしくお願いいたします。 

それでは次回教育委員会定例会日程について小茂出課長お願いいたします。 

 

 次回教育委員会定例会日程について 

小茂出課長   説明 

 

〇島谷教育長  5 月 28 日火曜日、午前 10 時からということで予定に入れておいてください。 

では以上で第４回教育委員会定例会を閉会いたします。ご苦労様でした。 

 

 

以上、会議の顛末を記載し、会議録を作成する。 


